
スロープ

スロープ

スロープサイン

サイン

南側道路
利便施設が整備されると南側道路に横断が
生じるため歩行者優先の歩車共存道路化な
ど通過交通の抑制措置が必要となる。

入口広場
自転車置き場・サイン・スロープ等
の設置。

歩道
地下道出口の幅まで拡幅する。

市有地と県有地の同積交換による
利便施設用地の確保。

利便施設

利便施設

Ｂ地区市有地

Ｃ地区県有地

駐車場（約５０台）

駐車場（既存）

サイクリング道路
南側にはボードウォークを整備。
砂草を誘引する砂溜まりを整備。

★舗装やその他施設の仕様検討。

★植栽仕様の検討。

管理について

１．利便施設の日常的な管理　　　　　＝（　　　　　　　　　　）

２．利便施設の貸し出しスペースの利用に関するルールづくり

３．利便施設の貸し出しスペースの使用に関する事務調整業務

市有地の整備について

Ｂ地区市有地の利便施設・駐車場の整備については、現在の海の家の状況や、砂浜に対する環境負荷を低減させる目的から

推進する必要がある。この場合、景観的側面（景観部会）からＢ地区の敷地割りの変更も視野に入れた、駐車場の共同化計

画を踏まえた計画づくりを行う必要がある。

海水浴場の海の家及び駐車場について

海の家については、毎年の建設コスト、砂浜侵食による危機感、通年営業に対する意欲などから、水回り部分と休憩部分を

分離した「分離型海の家」を検討する必要がある。水回り部分については市有地の利便施設内の多目的貸し出しスペースを

利用する。

駐車場については、容量不足による入込み客の頭打ち、駐車場の分散による分かりにくさ、砂浜侵食による海の家の建設ス

ペースの減少、地盤固めの土が流出して砂の汚れ、などが問題となっており、現在の位置での存続は困難が予想される。こ

のため、県営駐車場に絞った案内や、Ｂ地区への駐車場の整備などを視野に入れた検討が必要である。

▼現在

市有地（Ｂ地区）県有地（Ｃ地区）の計画

・利便施設の整備。（ＢＣ地区）トイレ、シャワー、多目的貸し出しスペースなど。

・海浜スポーツ支援施設の整備。（Ｃ地区）トイレ、シャワー、多目的貸し出しスペース、ロッカー、休憩など。

・駐車場の整備 平置き駐車場。（Ｂ地区約５０台（Ｃ地区は既存駐車場）

■整備仕様　利便施設＝多目的スペースは柱梁と供給処理設備のみ整備。

　　　　　　駐車場＝砂利敷き。

　　　　　　緑化＝高木：クロマツ　生垣：シャリンバイ＋トベラ類

海水浴場（砂浜）

・砂浜の減少などを踏まえ、分散型海の家の継続検討。海の家駐車場の移動の検討。

・自然への負荷を軽減するため、砂浜内の施設づくりは十分な検討を行ったうえで、必要最小限で簡易なものみを設置する。

・電柱及び供給処理設備の撤去。（不用となった場合）

■整備仕様　砂浜部分＝既存土を１ｍ撤去。海砂と入れ替え。

１.マリンライフ砂浜ゾーンの計画（素案） ２．整備イメージ（サイクリング道路沿い）

３．今後の課題

砂浜
固まった砂を除去して、
海砂と入れ替え。

利便施設の利用開始
貸し出しスペースを
利用した分離型海の
家を実験的に運営。

市が単独で現在の位
置に利便施設を整備
する。

分離型海の家につい
ては、実験結果及び
関係者との調整。

調整が合意に至れば
随時分離型海の家に
移行する。

地権者との調整が合
意に至った場合は、
合意の範囲で、計画
策定を行う。

駐車場は、暫定的に
平置きを整備する。

市有地の利便施設整
備計画を策定する。

※敷地割りの変更や
駐車場の共同化を踏
まえた計画とする。

Ｂ地区地権者と敷地
割りの変更、駐車場
の共同化などについ
て調整を行う。

共同化駐車場の整備
或いは敷地割りの変
更などの実施。

共同駐車場を整備す
る。
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